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平成30年度市民意識調査の結果から
男女共同参画に係る次の言葉や制度について、「知っている」と回答した人の割合

男女共同参画社会とは

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる
分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、
経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担
うべき社会のことをいいます。
少子高齢化の進展や生活様式の変容や多様化など、社会情勢が変化する中
で、男女共同参画社会の実現は、より一層重要なものになっています。

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）とは

やりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家
庭や地域生活などにおいても、子育て期・中高年期といった人生の各段階に
応じて、多様な生き方が選択・実現できることをいいます。
性別や年齢に関わらず、誰もが意欲と能力を発揮して労働市場に参加する
ことは、地域の活力と成長力を高めることにもつながり、持続可能な地域づ
くりを目指す本市にとっても、大変重要なことです。

DV防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に
関する法律）とは
配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等を整備し、配偶者
からの暴力の防止及び保護を図ることを目的とした法律です。
配偶者等からの暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されるものでは
ありません。男女が、互いの尊厳を重んじて対等な関係を築くことは、男女
共同参画社会を実現する上でも、とても大切なことです。
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女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律

男女共同参画社会基本法

第3次伊勢崎市男女共同参画計画

女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律に基づく市町
村推進計画

配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護等に関する法律に基
づく市町村基本計画

伊勢崎市総合計画

個別計画

配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律
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（2）ひとり親家庭等への自立支援

（1）各種相談体制の充実

（2）配偶者等からの暴力の被害者支援の充実

配偶者等からの暴力の
被害者支援の充実

（2）セクシュアル・ハラスメントなどを防止する　  ための広報・啓発

配偶者等に対するあら
ゆる暴力の根絶

（3）男女共同参画の視点に立った防災体制の促進

（2）地域活動団体への支援と女性リーダーの育成
地域社会における男女
共同参画の促進

（1）男女共同参画推進団体との連携

（3）女性の労働に対する適正評価と経済的地位の　  改善

（2）企業などへの女性登用の働きかけ

（1）政策・方針決定過程への女性の参画拡大

（3）多様なライフスタイルに対応した子育てや介　  護環境の整備

（2）職場における男女共同参画の促進

（1）男女の働き方の見直し

（3）男女平等の視点に立った生涯学習の充実

（2）学校教育等における男女平等教育の推進男女平等教育の推進

（1）家庭における男女平等教育の推進

Ⅰ
男女共同参画を
進める意識づくり

（2）男女共同参画に関する広報・啓発活動の推進

（1）人権意識を高める学習機会の充実

（1）配偶者等からの暴力の相談の実施と相談機関
　  の周知

人権の尊重や男女平等の意識を高め
るとともに、あらゆる人が男女共同
参画の必要性について認識できるよ
う、多くの場を通じて意識づくりを
推進します。

あらゆる分野において女性の参画が
拡大し、実質的な男女の機会の平等
が図られるよう、政策・方針決定過
程への女性の積極的登用や、男女の
働き方の変革を進めます。

配偶者等からの被害者の支援を充実
するとともに、暴力の予防啓発を推
進します。
また、生活上の困難を抱えた人が安
心して暮らせるよう、様々な相談が
しやすい体制を整備します。

1

Ⅲ
男女が安心して
暮らせる環境づくり

Ⅱ
あらゆる分野における
男女共同参画の実現

（1）配偶者等からの暴力防止のための広報・啓発

基本目標 施策の方向 施策

男女共同参画の視点に
立った意識改革

仕事と生活の調和（ワ
ーク・ライフ・バラン
ス）の実現に向けた環
境整備

社会の責任ある立場へ
の女性の参画促進

生活上の困難を抱えた
人が安心して暮らせる
環境の整備

計画策定の趣旨

計画の位置づけ

計画の基本理念

伊勢崎市が平成30年（2018年）に実施した市民意識調査では、固定的な性別による役割分担

意識や、様々な分野における男女の不平等感が、依然として残っている状況がうかがえます。

また、少子高齢化の進展や生活様式の変容や多様化など、市民を取り巻く社会情勢が変化す

るなかで、女性はもとより男性にとっても、多様な生き方を可能にする環境づくりは、より一

層重要なものになっています。

このような状況を踏まえ、本市における男女共同参画社会

の実現に向けた取組を計画的かつ総合的に推進するために、

「第3次伊勢崎市男女共同参画計画」を策定しました。

計画の体系

計画の基本理念を達成するため、3つの基本目標を設定し、次のような

体系により施策を展開します。

計画の期間

令和2年度(2020年度)から令和6年度（2024年度）までの5年間とします。

なお、計画期間中に社会経済情勢の変化があった場合は、必要に応じて見直しを行います。

伊勢崎市は、

男女が、社会の対等なパートナーとして、自らの意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮し、均等

に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担う社会

を目指します。


